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○日時 令和５年３月17日 午後２時18分開会 

○場所 議場 

○議件 

１．油流出事故の対応状況について 

２．重油漏れ事故対策検討特別委員会の最終

報告について 

───────────────────── 

○出席委員（７名） 

 委 員 長    小田部   照 

 副 委 員 長    松 浦 敏 司 

 委 員    金 兵 智 則 

            栗 田 政 男 

            立 崎 聡 一 

            永 本 浩 子 

            平 賀 貴 幸 

─────────────────────── 

○欠席委員（１名）   近 藤 憲 治 

─────────────────────── 

○委員外議員（０名） 

─────────────────────── 

○傍聴議員（５名）    

            石 垣 直 樹 

澤 谷 淳 子 

古 田 純 也 

村 椿 敏 章 

            山 田 庫司郎 

 

○説明者 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 市民環境部長    武 田 浩 一 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 市民環境部次長    田 邊 雄 三 

 水産漁港課長    渡 部 貴 聴 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    林   幸 一 

次 長    石 井 公 晶 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

 

 午後２時18分開会 

○小田部照委員長 ただいまから、重油漏れ事故対

策検討特別委員会を開会いたします。 

本日の委員会ですが、当初議件は１件でしたが、

急遽１件追加となりましたので御了承願います。 

それでは、議件１、油流出事故の対応状況につい

て説明を求めます。 

○渡部貴聴水産漁港課長 油流出事故の対応状況に

ついて御説明いたします。 

資料１号を御覧ください。 

（１）発生の場所、（２）事故の状況につきまし

ては、前回までと同様ですので割愛させていただき

ます。 

（３）事故後の経過についてでございますが、12

月27日に開催されました、重油漏れ事故対策特別委

員会にて、12月22日に開催された、第２回呼人地区

油流出事故に係る連絡会議まで説明済みとなってご

ざいますので、それ以降について本日御説明差し上

げたいと思います。 

２月９日、網走観光ホテル重油漏れの早期解決に

つきまして、網走川流域の会、及び流域自治体によ

り北海道に対して要請を実施しております。応対者

につきましては、北海道の小玉副知事。要請者は網

走川流域の会新谷会長、網走市水谷市長、大空町松

川町長、美幌町平野町長、津別町佐藤町長となって

ございます。要請内容につきましては、根本的な問

題の早期解決に向け、引き続きホテルに対して指導

するよう北海道に要請してございます。 

続きまして、２月11日、第１回網走重油流出事故

に係る勉強会を開催してございます。内容について

は、網走観光ホテル重油流出事故に関する法的考察

ということで、講師につきましては、上智大学法学

部教授の北村様それから弁護士法人イノベンティア

弁護士の町野様にお越しいただいております。出席

者につきましては、対策協議会（網走漁協、西網走

漁協、管内増協、管内漁協組合長会、網走市）、そ

れから北海道（道庁・振興局）、それと、網走市議

会重油漏れ事故対策検討特別委員会に出席いただい

ております。 

本件につきましては対策協議会主催の勉強会とな

っておりまして、講師による現地視察及び本事項に

関する水質汚濁防止法、廃棄物処理法による対応の

可能性について法的な説明を受けてございます。 

令和５年 網走市議会 

重 油 漏 れ 事 故 対 策 検 討 特 別 委 員 会 会 議 録  

令和５年３月 17日（金曜日） 
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続きまして２ページ目に移ります。 

２月17日、第３回呼人地区油流出事故に係る連絡

会議が開催されております。出席者は北海道の環境

生活部、水産林務部、オホーツク総合振興局、振興

局のほうは地域創成部、保健環境部、産業振興部と

なっております。それから網走市（農林水産部、市

民環境部）、それとブリーズベイホテル株式会社

（社長及び支配人）、それからブリーズベイホテル

株式会社より調査を受託しております、野外科学株

式会社、専門家としまして、地域独立行政法人道総

研エネルギー・環境・地質研究所、一般社団法人北

海道地質調査協会、一般社団法人全国さく井協会北

海道支部の方が出席されております。連絡会議にお

ける内容ですけれども、まず、１．調査結果の報告

がございました。今回の報告としましては、まず、

汚染モニタリング調査では油臭は確認されていない

こと。それからＮｏ．16、こちらは資料の４ページ

目についております、図面を御覧いただきたいんで

すけれども、ちょうどですね、ふ化場側にある、追

加でボーリングを行った箇所になってございます。

そこの地質につきまして、まず表層は盛り土「盛土

/礫混じり有機質シルト」、深度３から５メートル

より深い箇所につきましては「風化凝灰岩」、この

厚さが約13メートル、それから深度17メートル以深

につきましては「風化砂岩」、27メートル以深につ

きましては「風化砂岩及び、泥岩混合」となってお

り、いずれの層につきましても、火山灰と比較する

と透水性が相対的に小さいことが確認されており、

３点ボーリングのいずれの地点におきましても地下

水面は標高13メートル程度、これはＮｏ．16で言い

ますと、深さ20メートルほどになりますけれども、

に存在しておりまして、勾配が少ないことが確認さ

れ、地下水のですね、流速については非常に緩やか

であることが推測されております。しかしながら調

査を行っていますのが、冬季で渇水期であることか

ら、引き続き融雪期のですね、動向についても調査

することとなっております。それから、この３点ボ

ーリングで行った地下水のですね、水位につきまし

ては、潮汐と連動がないことから、網走湖とはつな

がっていないというふうに判断されております。さ

らにイオン成分の分析の結果、３点ボーリングにお

ける地下水位の水質と、近隣の井戸水、河川水、そ

れからふ化場近隣にある染み出し水の水質が異なる

ことが確認されております。これが何を意味するか

と申しますと、重油が漏えいした箇所の地下にある

地下水と近隣の井戸水、河川水、染み出し水とは関

係がないということが示されております。このよう

なことから、漏えいした重油については深度２から

５メートル以深の風化凝灰岩の中に存在し、当該層

内で水平方向に拡散していることが予測されてござ

います。 

続きまして、今後の対応方針についてですけれど

も、融雪後により広い範囲で土壌ガス調査を実施

し、汚染範囲を特定し、洗浄工法を実施する方針が

示されております。なお汚染範囲が極めて狭い範囲

に限定された場合につきましては、油回収井戸等に

よる対応についても検討するとのことでございま

す。専門家からの意見としましては、地下水モニタ

リングとしまして、積雪深、気圧、降水等のデータ

を追加することが指摘されてございます。次回、４

月に第４回連絡会議を開催する方向で調整するとい

うことでございます。 

続きまして３ページ目です。 

同日、第３回連絡会議の対策協議会の結果の報告

が行われております。出席者につきましては、連絡

会議事務局及び専門家、それから対策協議会の網走

漁協、西網走漁協、管内増協、管内漁協組合長会、

網走市、それで振興局の水産課となってございま

す。先ほどお話ししました結果について、対策協議

会へ報告されておりますけれども、それにつきまし

て、ガス調査については広範囲に調査を行い、速や

かに油の所在を確認してもらいたい。次回連絡会議

については土壌ガス調査前に実施するようにしてい

ただきたい。それから、油の場所が確定された段階

で状況に応じまして、より適切な回収方法について

も検討いただきたいということが、対策協議会のほ

うから北海道に対して要請されてございます。これ

らにつきましては北海道からホテルに対して働きか

けるということになってございます。 

続きまして２月22日、第２回網走重油流出事故に

係る勉強会を開催してございます。内容につきまし

ては油流出事故に係る水濁法及び廃棄法の取扱いに

ついてということで、講師には環境省・大気環境

局、水環境課の百瀬課長補佐、それから環境再生・

資源循環局、廃棄物規制課の西谷課長補佐様に来て

いただいております。なお西谷様につきましては、

所用のためウェブにて御講演いただいております。

出席者についてですけれども、対策協議会（網走漁

協、西網走漁協、管内増協、管内漁協組合長会、網

走市）、それから北海道、こちらは道庁、振興局、
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さらに今回、第２回につきましても、網走市議会重

油漏れ事故対検討特別委員会の皆様にも御出席いた

だいております。内容につきましては、水質汚濁防

止法、及び廃棄物処理法に関わる一般的な法解釈に

ついて、担当職員から説明を受けてございます。 

もう１件追加がございまして、昨日になりますけ

れども、３月16日に北海道知事が重油が漏えいした

現場、及び隣接するふ化場を視察してございます。

この視察の中で、漁業関係者のほうから知事に対し

ては、早急に漏えいした重油の所在の特定と、事故

の解決に向けたロードマップの提示について意見さ

れてございます。 

知事からは、今までもですね、連絡会議によっ

て、ホテルとともに対策を行っているんですけれど

も、今後もスピード感を持って、引き続きホテルに

働きかけていくというふうに回答されてございま

す。 

私のほうからは以上です。 

○小田部照委員長 ただいまの説明で、質疑ござい

ませんか。 

いかがですか。 

○平賀貴幸委員 いろいろと詳細ありがとうござい

ます。 

なかなか進まない問題で、またこれを、融雪期を

迎えることで不安はあるんですけれども、状況を見

守るしか現状はないのかなということも感じます

が、より広い範囲で土壌ガス調査を実施するという

ところが書かれているんですけれども、この範囲と

いうのは、図を見ながら説明していただいたほうが

いいのかなと思いますが、どの範囲でより広い範囲

というふうになるという見込みなんでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 モニタリング地点図の４

番を御覧いただきたいと思います。 

現在、漏えい箇所、ちょっとこれ見づらくて、白

いバツがついた箇所が漏えいした箇所で、皆様も漏

えい現場を御覧になっていると思うんですが、本当

にあの建物の周りにしか実施してございません。今

ですね、専門家の中からの指摘としましては、先ほ

どお話ししましたように、当該地しか非常に浸透性

の悪いですね、地層になっているので、そこに重油

が入って横に広がったのではないかということか

ら、ホテルの建物側の擁壁側に少し広く調査をする

とともに、可能な限りで、この地図で言うと下側、

この大きい建物、これ宴会場らしいんですけれど

も、そちらのほうもできる範囲で調査をできないか

ということで、専門家から指摘を受けてございま

す。ですので、まだ詳細な地点までは示されてはお

りませんが、今までのように、今油のある位置とい

うのは漏えい箇所から半径４メートルぐらいと言わ

れているんですけれども、それよりももうちょっと

広いですね、スケールの中で調査を実施して、イメ

ージとしましては広い範囲で調査をして、だんだん

それを狭めていくようなイメージで調査を行うとい

うふうに伺っております。 

○平賀貴幸委員 そうすると、以前にそのメッシュ

のような形で調査をするというところまではいかな

いですけれども、それに近いような形で少しずつ広

範囲を狭め、特定するという作業をやっと行われて

いくのだなと理解をします。 

まず、ガス検知ですから、細い管を入れてガス検

知をしてみて実際重油が出てくるか出てこないか、

反応が、匂いが、ガスとして出てくる出てこないか

というところを確かめながら、続いてもしそこに存

在するとわかれば洗浄工法に移っていくということ

だと思うんですけれども、ガス検知の道具を使った

ままで、そのままでできるのでしたか。それともそ

こにまた別なものを入れて改めてやるのでしたか、

ちょっと確認させてください。 

○渡部貴聴水産漁港課長 私どももその詳細な作業

手順というものについては伺っておりません。今聞

いていますのは、ガス検知についてはハンドオーガ

ーという手動の削腔機、穴を開ける機械で、１メー

トルとか２から３メートルの穴なのか、ちょっとそ

こはわからないんですが、穴を開けまして、そこに

ガス検知管を入れて風圧をかけて空気を抜くという

状況です。そこで例えば油が見つかった場合に、そ

の場所でですね、多分、もうちょっと大きい穴を開

けて洗浄剤、これ界面活性剤と生物系の油を分解す

るものの混合液というふうに聞いていきますけれど

も、そういうものを入れて、入れたものを近隣の別

の穴から抜いて、土を洗うようなイメージというふ

うに聞いております。しかしながら今、委員のほう

から御指摘を受けたように、詳細のやはり作業工程

がわからないということは、漁業関係者からも言わ

れておりまして、可能であればその辺りについて、

またですね、勉強会のほうを対策協議会で開いて、

作業工程、作業の仕方とかをですね、伺いたいとい

う意見が今出ております。 

○平賀貴幸委員 そうですね。他者の取組とか別の

場所で取組の図なり写真なり、あるいは動画なりを
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私も見ているぐらいで、何となくは想像できるので

すけれども、成分が残らないで、環境に影響を与え

ないのかだとかそんないろんなことを多分漁業者の

皆さんは気になると思いますので、できるだけそう

いったことに答えられるような形で、実際に作業が

進められるとなれば、示していくようにしていただ

きたいというふうに思います。 

次回の連絡会議は土壌ガス調査前に実施するとい

うことに、要請ということですから、実際そのとき

に、この連絡会議で、その工程の説明とかやり方の

説明だとかそういったことが行われると思うんです

けれども、そういう理解でよかったですね。 

○渡部貴聴水産漁港課長 第４回の連絡会議では、

その辺りについて説明を受けるというふうに予想は

しておりますが、まだ第４回会議のですね、詳細に

ついて北海道のほうから、私どものほうに連絡が来

ておりませんが、今お話ありましたように地元とし

てはそこが非常に気になっていますので、連絡会議

が先になるか、勉強会が開催できるかをちょっと今

の段階ではお話しできないのですが、わからないん

ですけれども、いずれにしましても不安を払拭する

ようなですね、皆さんが安全・安心に納得できるよ

うな工法が実施できるように努力をしてまいりたい

というふうに思っております。 

○平賀貴幸委員 雪解けが始まっている状況なの

で、できるだけ早くいろんなものが進んでいってほ

しいなというふうに思うところです。 

取りあえずこの資料についてはわかりました。 

○永本浩子委員 昨日は知事がやっと視察に来てい

ただいたということで、そのときも様々な話があ

り、スピード感を持って取り組んでいきたいという

お話を頂いたということなんですけれども、私も業

者の方から御要望いただいているのが、今年は本当

例年になく温かくて、雪解けも早く、状況的には、

もしかしたら５月と言われていたガス検知も４月か

らできるのではないかというお声もありましたけれ

ども、こういった話は昨日は出たのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 今御指摘を受けましたよ

うに、同じような議論が、やはり要請として漁業者

の中からありまして、それに対しまして知事からは

ですね、先ほどお話ししましたようにスピード感を

持って、なるべく地元と寄り添ってですね、解決に

向けて努力をしていきたいというふうにお話を伺っ

てございます。 

○永本浩子委員 そういった話も受けていただいた

ということで。 

また、この洗浄工法をやった場合にどれくらいの

時間と費用がかかるのかというようなこと等も、や

はり大事な点かと思うんですけれども、そういった

ところは連絡協議会とかそういった場で議題に上る

というか、道のほうから専門家を通じて明確になる

という話を聞いているんでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 洗浄工法にかかる時間な

んですけれども、今連絡会議のほうでもやはりそう

いう説明はそこまではまだ受けてございません。た

だ一方で、私ども別な会社からですね、洗浄工法に

ついてお話を聞いたことがあります。全然別な会社

で何とも言えないのですが、参考としてお話しさせ

ていただきますと、１年程度というようなお話でご

ざいました。ただ、今、網走観光ホテルの場合はど

こにどういう状況であるかもわからない状況ですの

で、まずはガス検知して場所を特定して、それによ

って、その工程がですね、変わるというふうなお話

を頂いておりまして、ロードマップの話も、今回

の、今回というか２月22日の会議のときにも、漁協

からは示すようにというお話があったんですが、い

かんせん油のある場所がわからないと、具体的に洗

浄工法が本当にできるのか、もしくは先ほどお話し

しましたように固まっているのであればもっと効率

的に取ることができますので、そこも併せた中でロ

ードマップを示していきたいというふうに回答を頂

いております。 

○永本浩子委員 洗浄工法だけではなく、もし固ま

っていたらということで、できればそういった方法

で全量撤去に近い形の解決ができればいいのではな

いかと思うんですけれども、考え方として、一応今

までの段階で重油が見つかっているのが、漏れた場

所と、あとボイラー室の中の２点、合計３点で重油

は見つかっているわけなんですけれども、やっぱり

この広い範囲からガス検知をして、在りかを狭めて

くるというやり方しかないのか、もう既にここには

多分あるんじゃないかと、３点から重油が見つかっ

ている、そのところから中心に広げていくというの

と、やはり外側から広く、広いところから攻めてい

くっていうのが正攻法なんでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 確かにお話ありましたよ

うに、今までの調査で重油が確認されておりますの

は漏えい箇所を中心として半径４メートル、深度が

７メートルの範囲となってございます。一方で今回

広い範囲から調査をしたほうがいいという理由とし
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ましては、今油が存在しています、地層自体が本来

は非常に透水性が悪い、水を通しにくい層らしいん

ですけれども、そこで、今までの調査の中で8,000

リットルが見つかっていないということは、そこに

入って、地層の中で通りやすいところを横に移動し

ながら広がっているのではないかという想定です。

もう一つが、あそこのですね、今までの調査で、非

常に下が硬い層になっているということ。観光ホテ

ル非常に大きい建物ですので、多分地下ですね、基

礎自体もその硬い、岩盤に近いようなそういう層の

ところに基礎かついているのではないかということ

ですので、それも併せますと、広範囲から調査をし

て、狭めてきたほうがいいというふうに専門家の方

から意見を頂いております。 

○永本浩子委員 はい、何となくイメージ的に了解

いたしました。 

そしてまたホテル側の対応なんですけれども、ホ

テルのほうからは社長と支配人が出席をされたとい

うことですけれども、今回の一連の問題に対して

は、積極的にきちんと責任を取るという、そういう

姿勢というか、やっぱり見られているんでしょう

か。 

○渡部貴聴水産漁港課長 ホテル側の対応なんです

けれども、連絡会議の開催の際に、ホテルの社長か

らは必ず謝罪をされております。 

確かにですね、地元の漁業関係者としては、現状

でも一度しか、利害関係者として説明を受けていな

いことについては、納得のいかない点は多々あると

思っておりますが、一方で今ホテルが行っている対

応につきましては、ボーリングについてもかなり多

くの箇所をやっております。さらに３点ボーリング

につきましても、それ相応のコストもかかっている

と思いますので、北海道、それから私どもの感覚と

しましても、ホテルは専門家からの意見を素直に受

けて、きちんと調査を行っているというふうに認識

しております。 

○永本浩子委員 私たちは一度も社長さんとも支配

人さんともお会いしたこともないし、お話ししたこ

ともないので想像するしかないわけなんですけれど

も、今の課長のお話をお聞きして、きちんと対峙し

ていく姿勢があるんだということを確認させていた

だきました。 

私のほうからまず以上です。 

○小田部照委員長 ほかの委員いいかがでしょう

か。 

○栗田政男委員 大変お疲れさまです。 

いろんな状況を見ながら現場を見させていただい

て、昨日は知事も見ていただいたということで、少

しでも先に進んでいるのかなという気がしますが、

やはり漁業者、利害関係の人たちが求めているの

は、やっぱりあくまでもあるものを全部撤去してほ

しいという全量撤去の方向なんですね。市のほうも

一応基本的にはそういうスタンスで、私たち市議会

としても全量撤去、最後まで求めるということは変

わらないんですが、今の進め方、道の進め方の法令

の中で進んでいくには、最終的にはそういう、何と

いうんですか、ボーリングを通した浄化しながらの

全量撤去という方向なんですが、これ最後までかみ

合わないでずっと進んでいくとなると、どこでどう

いうふうに、特に漁業者の皆さんに納得してもらわ

なければいけない場面も出てくるのかなと思うんで

すが、その辺についてはどのようなお考えをお持ち

でしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 全量撤去についての考え

方なんですけれども、今回２回勉強会を開催されて

おりまして、皆さんも御出席されているのでお聞き

になっていると思うんですが、法的に全量撤去を強

要することはできないと。それが、例えば水質汚濁

防止法で生活環境に害する、害を与えるということ

で、今よりもですね、一歩ステージが進んだ場合に

も全量撤去ということ自体は求められない、それは

あくまでも事業者がどういう対策をするのか考える

べきだというお話です。 

一方で今お話ありましたように、漁業関係者それ

から当市についても、当然ですけれども、リスクを

なるべく払拭したいと、それはこの委員会の皆さん

同じだと思うんですけれども、そういうふうに考え

ていらっしゃいます。ただ一方で、今油がどこにど

ういう形であるのかわからない。それを本当に全量

撤去を物理的にできるかどうか、もしくはですね、

洗浄工法についても私どもはまだきちんとした知見

がないので、それがどのぐらい除去する技術がある

のかないかもわからないので、今のようなですね、

ちょっと御質問については、今後の状況を見ながら

検討していくべきだと思っておりますけれども、こ

れ当然のことなんですけれども、最終的には、当市

としては、地元の一義的な利害者である漁業関係者

の意向を十分踏まえた中で、その方向性というもの

を検討しなければならないというふうに認識してご

ざいます。 
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○栗田政男委員 すごく迷路に入り込んだような感

じがしているんですが、私自身は。法律の壁という

のはやっぱりそういうところがあると思います。 

なかなか市としても直接向こう側と交渉で、民事

的な解決っていうのを私は求めているんですが、な

かなかそれもやっぱり道を飛び越すような形になっ

てしまって、今いろいろ検討している中で、いろい

ろな影響が出てしまったら困るという心配も当然あ

ろうかと思います。僕が当事者だったらもっと強行

にやっちゃっているんですが、私にその権限はない

のでできないんですが、やはりその辺は慎重になっ

ている市側のスタンスもよく理解した上で、残念な

がら私たちの委員会は今期、改選期の関係で、今日

で閉めてしまいますので、４月はどう考えてもスケ

ジュール的には無理ではないかと思うので、改選が

終わった後に、またこの問題はまだまだ解決してな

いと思うので、当然のごとく早急に特別委員会の実

施というのが必要になっていくのかなと思いますけ

れども、それも含めて、それまでの間しっかりとお

任せするしかないので、何といっても丁寧な説明が

必要なのかなと思います。 

皆本当に心配は消えてないと思います。 

幸か不幸か、今年、積雪が非常に少ないので、そ

ういう面ではプラスに作用している部分がちょっと

はあるかと思いますけれども、何分にも本当に御苦

労されて本当に大変だと思いますし、自分たちで直

接できないこともやっていただいている部分も多々

あるので、それに感謝を申し上げて、もう本当に

我々としては残念でならないのですが、取りあえず

は一旦この委員会を閉めさせていただくということ

になろうかと思いますけれども、引き続き頑張って

やってください。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがですか。 

よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、この件については、これまでというこ

とで。 

それでは、ここで理事者退席のため暫時休憩いた

します。 

午後２時 48分休憩 

午後２時 49分再開 

○小田部照委員長 再開いたします。 

それでは次に、議件２、重要漏れ事故対策検討特

別委員会の最終報告について協議いたします。 

既に、正副委員長で最終報告に向けた文案を作成

しております。 

それぞれ委員の皆様の所感を伺いたいと思います

が、いかがでしょうか。 

よろしいですか。 

○永本浩子委員 文案の作成、お疲れさまでござい

ました。 

この文案の中で、これまでの経過と、町野先生、

北村教授に助言指導を受けた結果として、産廃法に

基づく対応が必要ということがわかったというくだ

りがあるんですけれども、もう１点、環境基本条例

というところの手法も見つかったというか、それを

使うかどうかは別として、今まで水濁法だけで来て

いたのが、解決の糸口としては産廃法も使えるので

はないか、また、直接交渉の窓口としての環境基本

条例というものも使えるのではないかという、この

２点がこの特別委員会を開く中で前進した点ではな

いかと思いますので、環境基本条例のことも一言入

れておいたほうがいいのではないかと思います。 

○小田部照委員長 ただいま永本委員のほうからそ

のような御意見いただきましたが、ほかの委員いか

がですか。 

○平賀貴幸委員 永本委員のおっしゃるとおり、環

境基本条例を活用して、市がタイミングを見なが

ら、直接の交渉をするという可能性も残されている

というふうに私も理解をしています。どこにどう入

れるかというところにそこはなってくるので、どう

すればいいかなというふうに思いながら見ていたん

ですけれども、そうすると、「その中で、水質汚濁

防止法ではなく」から「回答していただくよう要請

しました」の後ぐらいにですね、そんなところも盛

り込んでいくことになるのかなと思うので、その辺

に文章を修文してうまく入れていただければいいの

かなっていうふうに思います。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。 

よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、ちょっと文案をまとめますので、暫時

休憩いたします。 

午後２時 52分休憩 

午後３時 14分再開 

○小田部照委員長 それでは再開いたします。 

お手元に最終完成版の最終報告書の文案を配付し

ております。 

御確認いただきたいと思います。 

皆さんいかがでしょうか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、これで最終報告の文案を完成とさせて

いただきます。 

その他、委員の皆様から何かございませんでしょ

うか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、これをもちまして重油漏れ事故対策検

討特別委員会を終了いたします。 

お疲れさまでした。 

             午後３時15分閉会 


